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１ 東久留米市における子ども・子育て支援施策の現状 
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１－１ 認定こども園 

根拠法 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園法） 
※認定権者は都道府県  

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 
幼稚園、保育所のうち、次の機能を備えるものとして都道府県が認定した施設。 
①幼児教育・保育の両方の機能（親の就労にかかわらず、教育・保育を一体的に実施） 
②地域における子育て支援（相談活動や集いの場の提供等）を行う機能 
 
【対象児童】  １歳～小学校就学前まで 
 
【類型】 
 
 
 
 
 
 
 
 
【利用時間】   １日４時間程度の利用や、８時間程度の利用など、柔軟に選択 
 
【利用料金】   各施設が設定 

 施設数        ２か所  （平成２５年７月１日時点） 

総定員数        １９２人（平成２５年７月１日時点） 

利用者数 
 

       １６５人（平成２５年７月１日時点） 
   

幼保連携型  認可幼稚園＋認可保育所（幼稚園と保育所が連携して一体的に運営） 

  幼稚園型 認可幼稚園＋保育所的機能（幼稚園が保育所的な機能を備える） 

  保育所型 認可保育所＋幼稚園的機能（保育所が幼稚園的な機能を備える） 

 地域裁量型 保育所的機能＋幼稚園的機能（認可外施設が両方の機能を備える） 
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１－２ 幼稚園 
根拠法 学校教育法    ※認可権者は都道府県 

設備運営基準  幼稚園設置基準 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 
「幼稚園教育要領」に基づき、幼児期の学校教育を行う。 
 
【対象児童】 
満３歳から小学校就学前まで 
 
【利用時間】 
・標準的な教育時間・・・・・ ４時間 
・教育時間終了後等に、預かり保育や教育活動を実施 
 
【利用料金】 
施設ごとに異なる保育料・入園料等を設定 

施設数 ８園  ※すべて私立幼稚園 （平成２５年５月１日時点） 

総定員数           ２２２５人（平成２５年５月１日現在） 

利用者数 
 

 

          １６７１ 人（平成２５年５月１日現在） 
 
      ３歳 ５６５人 ４歳 ５４７人 ５歳 ５５９人 
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１－３ 認可保育所 

根拠法 児童福祉法 ・ 東久留米市立保育園条例 ・ 東久留米市立保育園条例施行規則 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 
児童福祉法に基づき、日々保護者の委託を受けて、「保育に欠ける」乳児または幼児を 
保育する。 
 
【対象児童】 
・保育所入所要件を満たす下記の児童。 
①生後５７日から小学校就学前までの「保育に欠ける」児童（公設民営保育所・私立保育所） 
②満６か月から小学校就学前までの「保育に欠ける」児童（公立保育所） 
 
【利用日時】 月～土曜日 （利用時間に関しては、各保育所により異なる） 
 
【利用料金（月額）】 
３歳以上児 ０～２５，３００円 ／ ３歳未満児 ０～５２，６００円 
（所得・世帯状況等に応じて設定） 

施設数 １６か所 （ 公立７か所 ／ 公設民営３か所 ／ 私立６か所 ）（平成２５年７月１日時点） 

総定員数       １６５７人       （平成２５年７月１日時点） 

利用者数 
 

 

      １７１２人（５４人）  （平成２５年７月１日時点） ※（ ）は合計人数のうちの受託児数   
 
      
０歳  １４９人（１人） １歳 ２６０人（１２人） ２歳 ２９４人（６人） 

３歳 ３３４人（１０人） ４歳 ３４１人（１３人） ５歳 ３３４人（１２人） 
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１－４ 家庭的保育事業 
根拠法 児童福祉法・東久留米市家庭福祉員制度実施要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 
保育士資格を持ち、一定の条件を満たすと東久留米市から認定された、経験豊かな保育者 
（家庭福祉員）が、自宅等において家庭的な雰囲気のもとで、少数の子どもを預かる制度。 
 
【対象児童】  生後５７日から３歳未満までの児童 
 
【入所要件】 
保育所入所要件の「保育の実施基準」に準じる 
 
【保育日時】 
・月～金曜日 ８：３０～１７：００（７：００～１９：００の特例を設けている家庭福祉員あり） 
・土曜日（各家庭福祉員に要相談） 
・延長保育 ３０分３００円 （各家庭福祉員と要相談） 
 
【保育料（月額）】  ３７，０００円（一律） 

家庭福祉員数 ８人 （ただし、１人休園中 ）  （平成２５年７月１日時点） 

総定員数      ３２ 人 （平成２５年７月１日時点） 

利用者数 
 

 

     ２８ 人 （平成２５年７月１日時点） 
 
      ０歳   ６ 人 １歳   １１ 人 ２歳  １１ 人 
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１－５ 定期利用保育施設 
根拠法 児童福祉法・東久留米市定期利用保育事業実施要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

０歳児から２歳児を中心とした定員３０人未満の小規模保育施設。東京都と東久留米市の設置
基準を満たしており、保育所等において、児童を一定程度継続的に保育する事業。 
 
【対象児童】  生後５７日から３歳未満までの児童 
 
【入所要件】  保育所入所要件の「保育の実施基準」に準じる 
 
【保育日時】  
・月～金曜日 ８：３０～１７：００  延長保育時間 ７：００～８：３０、１７：００～２０：００ 
・土曜日    ８：３０～１６：３０  延長保育時間 ７：００～８：３０ 
 
【保育料および入園料】 
・入園料      １０，０００円 （入園時のみ） 
・保育料      月曜～金曜 ３２，０００円   月曜～土曜 ３５，０００円 
・延長保育料   １時間 ３００円 

施設数 １か所   （平成２５年７月１日時点） 

総定員数      １２ 人 （平成２５年７月１日時点） 

利用者数 
 

 

     １３ 人 （平成２５年７月１日時点） 
 
      

０歳   ３ 人 １歳    ７ 人 ２歳   ３ 人 
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１－６ 認証保育所 
根拠法 児童福祉法・東京都認証保育所事業実施要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

面積や職員数などについて、東京都独自の基準を満たし、東京都が認証した施設。また、大都市
特有のニーズに応えるため、０歳児保育と１３時間以上の開所を実施。 
 
【対象児童】  生後５７日から小学校就学前まで（各認証保育所により異なる） 
 
【入所要件】  保育所入所要件の「保育の実施基準」に準じる 
 
【開所日時】  
・月～土曜日 ７：００～２０：００ （各認証保育所により異なる） 
 
【保育料および入園料等】 
・各認証保育所により異なる 

施設数 ４か所（平成２５年７月１日時点） 

総定員数     １１０ 人      （平成２５年７月１日時点） 

利用者数 
 

 

     ８９ 人（１７人） （平成２５年７月１日時点） ※（ ）は合計人数のうちの受託児数 

      
０歳  １４人（１人） １歳 ２９人（８人） ２歳 ２９人（７人） 

３歳  １１人（０人） ４歳  ５人（１人） ５歳  １人（０人） 
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１－７ 地域子育て支援拠点事業  
根拠法 児童福祉法 

運用基準 東久留米市子ども家庭支援センター条例・東久留米市子ども家庭支援センターの管理及び運営
に関する規則・東久留米市地域子育て家庭支援センター事業要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

 小学校就学前の児童とその保護者が集まり、一緒に遊びながら交流するふれあいの場を提供
するとともに、子育てに役立つ情報をお知らせするほか、子育てに関する悩みについての相談を
行う。 
 
【対象者】 
小学校就学前の児童とその保護者   （地域子ども家庭支援センター上の原） 
小学校就学前の児童とその保護者   （地域子育て支援センターはこぶね館） 
【利用日時】  
月曜日から金曜日１０時から１６時３０分 （地域子ども家庭支援センター上の原） 
月曜日から金曜日 ９時から１７時      （地域子育て支援センターはこぶね館） 
 
【利用料金】 
地域子ども家庭支援センター上の原    （無料） 
地域子育て支援センターはこぶね館  （無料） 

実施施設数 
 

 ２か所 （平成２５年７月１日時点） 

２４年度実績 

 
 延利用者数  地域子ども家庭支援センター上の原      １,６２２人 
           地域子育て支援センターはこぶね館     ４,１２７人      

10 



１－８ 妊婦健診   
根拠法 母子保健法 

運用基準 東久留米市妊婦健康診査実施要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

 妊娠届出された妊婦に対して、母子健康手帳とともに妊婦健康診査受診票１４回分と妊婦超音
波検査受診票１回分を交付している。 

 妊婦が、都内契約医療機関において妊婦健康診査を受けた際、上記の受診票を用いることで
健診費用の負担軽減を図り、妊婦健康診査を受けやすくすることを目的とし、健診費用の一部を
公費負担する。 
 
【対象者】 
 市内在住の妊婦 
 
【利用回数】  
 １４回 
 
【助成基準額】 
 Ｈ２５．４．１以降の健診の場合、上限80,690円 
             8,440円（初回分）+（5,150円＊13回分）+5,300円（超音波分） 
 Ｈ２５．４．１以前の健診の場合、上限80,840円 
             8,460円（初回分）+（5,160円＊13回分）+5,300円（超音波分） 

実施施設 
 

契約医療機関（東京都医師会に加入する医療機関及び非加入の産婦人科医療機関） 

２４年度実績 

 
延利用者数  8,580 人      
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１－９ 乳児家庭全戸訪問事業   

根拠法 児童福祉法 

運用基準 東久留米市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱 
東久留米市新生児訪問指導事業要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

 親子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、子育て支援に関する情報提供を行う
とともに、支援が必要な世帯に対しては適切なサービス提供につなげる。 

 対象乳児が生後４か月を迎えるまでの間に１回訪問することを原則とし、継続的な支援が必要
な家庭については、養育支援訪問事業等に結びつける。 
※新生児訪問指導事業等との関係 

 児童福祉法第２１条の１０の２に規定されているとおり、母子保健法に基づく新生児訪問指導事
業等を実施している場合、本事業の内容を満たす場合は、本事業として取り扱って差し支えない
とされており、当市でも新生児訪問指導事業、未熟児訪問指導と併せて実施している。 
 
【対象者】 
市内在住の生後４か月までの乳児のいる家庭 
 
【訪問者】  
保健師、助産師 
 
【利用料金】 
無料 

２４年度実績 

 
訪問件数（実数）  ８４１件（このうち、こんにちは赤ちゃん訪問として実施した件数：２１７件）     
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１－１０ 養育支援訪問事業   

根拠法 児童福祉法 

運用基準 東久留米市子ども家庭支援センター条例・東久留米市子ども家庭支援センターの管理及び運営 
に関する規則 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

 家庭における安定した養育が実施できるよう、養育について支援が必要な家庭に対し、訪問に
よる具体的な育児に関する支援を行い、育児上の諸問題の解決・軽減を図る。 
 
【対象者】 
零歳から１８歳未満の児童とその保護者 
 
【訪問者】  
子ども家庭支援センター職員 
 
 
【利用料金】 
無料 

２４年度実績 

 
延訪問件数    １８６ 件      
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１－１１（１） 子育て短期支援事業（ショートステイ）   

根拠法 児童福祉法 

運用基準 東久留米市こどもショートステイ事業実施要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

 保護者の方が出産や病気などで、お子さんの養育が一時的に困難になったとき、東久留米市が
委託する児童養護施設にお子さんを預かる（宿泊を伴う）。 
 
【対象児童】 
 １歳６か月から小学校６年生まで 
 
 
【利用期間】  
 宿泊の場合は、１回につき最長６泊７日 
【利用料金（１日）】 
食費：１食４００円（実費） 
日帰り午前１０時～午後８時：２歳未満１回３、０００円・２歳以上１回２、５００円 
宿泊  午前１０時～翌日午前１０時：２歳未満１泊４、０００円・２歳以上１泊３、５００円 
延長  宿泊後の午前１０時～午後８時：２歳未満、２歳以上１回２、０００円 
＊生活保護世帯・市民税非課税世帯の方は、食費以外の利用料が免除（要証明書） 

実施施設数       １ か所（平成２５年７月１日時点） 

２４年度実績 

 
延利用日数   １１４日      
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１－１１（２） 子育て短期支援事業（トワイライトステイ）   

根拠法 児童福祉法 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 
残業や休日の仕事などで、夜間または休日に児童の養育が困難な方に対して、夕方から夜間、 
または休日に児童を預かる事業。 
 
 
 
 
【実施状況】 

ショートステイは午後８時まで利用できる状況であり、現在、ショートステイが夜間のトワイライトス
テイも兼務している。 
 
 

実施施設数     ０   か所（平成２５年７月１日時点） 

２４年度実績 

 
延利用日数     ０ 日      
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１－１２ ファミリー・サポート・センター事業   

根拠法 児童福祉法 

運用基準 東久留米市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

 育児のお手伝いをしたい会員と、育児のお手伝いを受けたい会員による、組織的な有償サービ
スの相互援助活動です。 
 
【対象児童】 
概ね１０歳以下の児童 
 
【利用期間】  
原則として、対象児童の宿泊を伴う援助は 
実施しない。ただし、災害発生その他特別 
の事情があるときは、この限りではない。 
 
【利用料金】 
ファミリー会員は相互援助活動の終了後に 
サポート会員に対して、別表に定められた 
基準に従って報酬及び経費を支払うものとする。 

実施施設数  １か所 （平成２５年７月１日時点） 
※東久留米市社会福祉協議会に委託 

２４年度実績 

 
 活動件数 ２，６４７件 
 会員数     ６６５人（内訳 サポート会員１９９人 ファミリー会員４５３人 両方会員１３人）  

月曜から土曜 午前９時～午後５時まで １時間当たり 
700円 

上記以外の時間帯 １時間当たり 
900円 

日曜日、国民の祝
日及び年末年始 

１時間当たり 
900円 

【別表】 

サポート会員が児
童の送迎等で公共
機関及びタクシーを
利用した場合 

実際にかかっ
た費用 

サポート会員がそ
のサポート会員宅で
児童を預かり、食事
または菓子・軽食を
提供した場合 

食事の場合 300円 

菓子・軽食の場合 100円 
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１－１３ 一時預かり事業   

根拠法 児童福祉法・東久留米市立保育園一時保育事業実施要綱・東久留米市一時保育事業実施要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

 保護者の断続的な勤務や通学等で一時的に保育を必要とする場合や、保護者の傷病・入院等
で緊急に保育を必要とする場合に、児童をお預かりして家庭における子育てを支援する。 
 
【対象児童】 
 東久留米市内に居住する、集団保育可能な１歳～就学前までの児童 
 
【利用限度】 
 同一施設での利用は週３日を限度 
 
【利用日時】  
 月～金曜日 （利用時間に関しては、各認可保育所により異なる） 
 
【利用料金】 
 １日 ２，０００円    半日 １，０００円 
 ※生活保護世帯等は軽減措置あり。 

実施施設数  ６か所 （平成２５年７月１日時点） 

２４年度実績 

 
 延利用者数   １３，１２６ 人 
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１－１４ 延長保育事業   

根拠法 児童福祉法・東久留米市立保育園延長保育事業実施要綱・東京都保育対策等促進事業実施要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

 保護者の勤務条件や家庭の事情などにより、開所時間以降も保育を必要とする児童に対し、保
育を実施する。 
 
【対象児童】 
 認可保育所に入所している児童で、開所時間以降も保育を必要とする児童 
 
【利用日時】  
 月～土曜日 （利用時間に関しては、各認可保育所により異なる） 
 
【利用料金】 
 ・３０分  １回 ０～２５０円  上限２，０００円～２，５００円 
 ・１時間  １回     ５００円  上限２，５００円（上限なしの園あり） 
 ・２時間   １回  １，０００円  上限５，０００円 
 ※生活保護世帯等は軽減措置あり。 

実施施設数  １２か所 （平成２５年７月１日時点） 

２４年度実績 

 
 延利用者数   ３３，１９７ 人 
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１－１５ 病児・病後児保育事業  

根拠法 児童福祉法・東京都病児・病後児保育事業実施要綱 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 
 児童が病気の回復前ないし回復期であるが、集団保育が困難な時期において、一時的に      
保育する。 
 
 
【対象児童】 
 １歳以上小学校３年までの病中、病後の児童、定員４名 
 
 
【利用時間】  
 月曜日～金曜日  ９：００～１７：００   １７：００以降の延長可 
 
 
 
【利用料金】年間登録料２０００円 東久留米市内在住 ４時間まで２０００円 ４時間以上４０００円 
市外在住４時間まで３０００円 ４時間以上６０００円    延長 ３０分毎６００円 

実施施設数     １  か所（平成２５年７月１日時点） 

２４年度実績 

 
延利用者数   １４５  人      
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１－１６ 放課後児童クラブ（学童保育所） 
根拠法  児童福祉法 

設備運営基準 東久留米市立学童保育所設置条例 

 
 
 
 
 
 
 
   内容 

【概要】 

 両親など保護者の方が勤めていたり、病気などの理由で、小学校低学年のお子さんの放課後
の世話ができない場合に、保護者に代わって専門の職員が児童を保育指導する。 
 
【対象児童】  入所要件を満たす東久留米市内に居住する小学校１～３年生の児童 
 
【保育日時】  
・基本時間 月～金曜日 下校時～１７：００  土曜日  ８：１５～１６：１５ 
・学校休業日及び春・夏・冬休み期間  ８：１５～１６：００ 
 
【延長保育日時】 
・月～金曜日                 １７：００～１８：００ 
・学校休業日及び春・夏・冬休み期間  １６：００～１８：００ 
 
【学童保育所費】 
 １ヶ月：５，０００円 
 ※生活保護世帯、住民税非課税世帯は免除を受けることができる。 

施設数 ２０か所        （平成２５年７月１日時点） 

総定員数 １，０４０人   （平成２５年７月１日時点） 

利用者数 
 

 

  ７８４人   （平成２５年７月１日時点） 
      

１年生 ３２２人 ２年生  ２３７人 ３年生  ２２５人 20 



２ 東久留米市における保育所待機児童対策 
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２－１ 東久留米市の保育所待機児解消策について 

平成２２年４月 平成２３年４月 平成２４年４月 平成２５年４月 

１１３名 １０７名 １０４名 １２０名 

◆待機児童数（平成22年4月～平成25年4月）※新定義 

◆認可保育所及び認可外保育所の入所児童数 
（平成22年4月～平成25年4月） 

平成２２年４月 平成２３年４月 平成２４年４月 平成２５年４月 

１，５３８名 
（２９名） 

１，６１６名 
（２４名） 

１，６５４名 
（２７名） 

１，６７７名 
（４５名） 

○認可保育所入所児童数 
※市外委託は含まず。合計数のうち、市内認可保育所に通所する受託児童は（ ）で表記 

○認可外保育所入所児童数 
※市外委託は含まず。合計数のうち、市内認可外保育所に通所する受託児童は（ ）で表記 

平成２２年４月 平成２３年４月 平成２４年４月 平成２５年４月 

７１名（１名） ９７名（１２名） ９３名（１１名） １０９名（１２名） 
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保 育 園 時 期 定員数 種別 

上の原さくら保育園開園 22年4月から段階的移行 30名 認可保育所 

Nicot東久留米開園 22年6月1日 60名 認可保育所 

くるみ保育園定員変更 22年7月1日・23年4月1日 △12名 認可保育所 

なかよし保育園開園 22年10月1日 22名 認証保育所 

金澤家庭福祉員定員変更 22年10月1日 1名 家庭的保育 

２－１ 東久留米市の保育待機児童解消策 
 (22年4月2日～23年4月1日） 

◇23年4月当初に向けて、101名の待機児童解消策の実施 

⇒待機児童数は前年比6名の減 

⇒約２６２，６２３千円の一時経費の負担 

⇒約７６，５７０千円の経常経費の負担 

※上の原さくらは公設公営から公設民営となった差額分を計上 

※家庭福祉員に係る運営経費はさほど影響を与えないため、考慮せず 
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２－１ 東久留米市の保育待機児童解消策について
(23年4月2日～24年4月1日） 

保 育 園 時 期 定員数 種別 

橋本家庭福祉員閉園 23年12月31日 △４名 家庭的保育 

滝山しおん保育園増設 24年4月1日 54名 認可保育所 

下里しおん保育園定員変更 24年4月1日 30名 認可保育所 

かたばみ保育園開園 24年4月1日 33名 認定こども園 

◇24年4月当初に向けて、113名の待機児童解消策の実施 

⇒待機児童数は前年比3名の減 

⇒約２１，５８３千円の一時経費の負担 

⇒約２７，６４４千円の経常経費の負担 

※滝山しおんは増設前と増設後の差額分を計上 

※家庭福祉員に係る運営経費はさほど影響を与えないため、考慮せず 
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２－１ 東久留米市の保育待機児童解消策について
(24年4月2日～25年4月1日） 

保 育 園 時 期 定員数 種別 

和田家庭福祉員開園 24年5月1日 5名 家庭的保育 

臼井家庭福祉員開園 25年2月1日 4名 家庭的保育 

横田家庭福祉員開園 25年4月1日 3名 家庭的保育 

相澤家庭福祉員閉園 25年4月1日 △5名 家庭的保育 

金澤家庭福祉員休園 25年4月1日 △３名 家庭的保育 

◇25年4月当初に向けて、4名の待機児童解消策の実施 

⇒待機児童数は前年比16名の増 

※家庭福祉員に係る運営経費はさほど影響を与えないため、考慮せず 

 

25 



２－１ 東久留米市の保育待機児童解消策について
(25年4月2日～26年4月1日） 

保 育 園 時 期 定員数 種別 

ぽけっとランド南沢開園 25年5月1日 40名 認証保育所 

臼井家庭福祉員定員変更 25年8月1日 1名 家庭的保育 

横田家庭福祉員定員変更 25年8月1日 2名 家庭的保育 

金澤家庭福祉員再園 25年12月1日（予定） 3名 家庭的保育 

新設みなみ保育園開園 26年4月1日 41名 認可保育所 

◇26年4月当初に向けて、87名の待機児童解消策の実施 

⇒約２１，４０３千円の一時経費の負担 

⇒約４７，８４３千円の経常経費の減額（支出は試算ベース） 

※新設みなみ保育園は公設公営から民設民営となる差額分を計上 

※家庭福祉員に係る運営経費はさほど影響を与えないため、考慮せず 
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２－１ 東久留米市の保育待機児童解消策について
(26年4月2日～27年4月1日） 

保 育 園 時 期 定員数 種別 

駅前西口保育所開園 27年4月1日（予定） 60名 認可保育所 

◇27年4月当初に向けて、60名の待機児童解消策の実施 

⇒約４０，８７１千円の経常経費の負担（支出は試算ベース） 
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２－１ 東久留米市の保育待機児童解消策について
(次世代育成支援行動計画（後期）の期間－①） 

次世代育成支援行動計画（後期）の期間における施策の実績 

 

◇３６５名の定員増 

 

◇７名の待機児童数の増加（２５年度当初時点） 

 

◇約３０５，６０９千円の一時経費の支出 

 

◇約９７，２４２千円の経常経費の支出（毎年） 
 ※民営化及び施設増設の場合は差額分を計上 
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２－１ 東久留米市の保育待機児童解消策について
(次世代育成支援行動計画（後期）の期間－②） 

数値は対22年度比 



２－２ 国の「待機児童解消加速化プラン」について 

「緊急プロジェクト」 

支援パッケージ～5本の柱～ による国の財政支援（自治体の手上げ方式） 

 ①賃貸方式や国有地も活用した保育所整備（「ハコ」） 

 ②保育の量拡大を支える保育士確保（「ヒト」） 

 ③小規模保育事業など新制度の先取り 

 ④認可を目指す認可外保育施設への支援 

 ⑤事業所内保育施設への支援 

  緊急集中取組期間      取組加速期間 

  緊急プロジェクト     新制度等による取組 

40万人 

20万人 

 新制度スタート 待機児童解
消を目指す 

2年間前倒し 

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（27年度～31年度） 

25年度 27年度 

保育ニーズのピーク 

29年度 31年度 

平成25年4月、安倍総理が「待機児童解消加速化プラン」を発表。 

30 



２－３ 東久留米市の「待機児童解消加速化プラン」について 
（25年度計画） 

賃貸方式や国有地も活用した保育所整備（ハコ） 

◇保育所緊急整備事業 

・新設みなみ保育園の開設 （定員９０名→１３１名） 

保育の量拡大を支える保育士確保（ヒト） 

◇保育士等処遇改善臨時特例事業 

・民設民営園 

認可を目指す認可外保育施設への支援 

◇認可外保育施設運営支援事業 

・ぽけっとランド南沢   （定員０名→４０名） 

 

※財源が確保されている事業のメニューが国から示され、市として上記の事業に手 

 を上げたものである。 
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